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第６期長岡市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画について 

 

平成 24 年３月に策定した「第５期長岡市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」（計画期間：平成 24 年度～平成 26 年度）を見直

し、長岡市総合計画、長岡市障害者基本計画・障害福祉計画等との整合性を図りながら、平成 26 年度中に第６期計画（平成 27 年度～平

成 29 年度）を策定する。 

１ 計画の名称 

第６期長岡市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 

２ 計画期間 

平成 27 年度から平成 29 年度までの３か年 

３ 策定方法 

第５期計画と同様に、次の計画を一体的に策定する。 

○市町村老人福祉計画 

○市町村介護保険事業計画 

○市町村地域福祉計画 

（参考）各個別計画の概要 

○市町村老人福祉計画（老人福祉法第 20 条の８規定） 

・老人福祉事業の供給体制の確保 

・確保すべき事業の量の目標その他必要な事項 

・介護保険事業計画と一体のものとして作成 

○市町村介護保険事業計画（介護保険法第 117 条規定） 

・３年を１期として、老人福祉計画と一体的に策定 

・介護保険給付の円滑な実施を確保するために必要な事項（介護保険料の改定等） 

・各年度における介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み、見込量の確保のための方策等 

・各年度における地域支援事業の量の見込み、見込量の確保のための方策等



 

 

○市町村地域福祉計画（社会福祉法第 107 条規定） 

・地域おける福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 

・地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

・地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項・老人福祉計画と一体のものとして作成 

 

３ 策定スケジュール（案） 

6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月  

上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 
     
     第１回会議（方向性・課題等の確認）      
     
     総論の検討      
     
     介護保険施設等整備意向調査      
     
 

 

    サービス見込量・保険料等の推計      
     
     第２回会議（総論について議論）      
     
     総論・各論の検討      
     
     サービス見込量・保険料の仮設定      
     
     第３回会議（総論・各論について議論）      
     
     パブリックコメント      
     
     市議会への説明      
     
     第４回会議（計画の承認）      


